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野木町農業委員会第５回総会 会議録 

 

１．開催日時   令和５年１１月２０日（月）午前１０時招集 

 

２．開催場所   野木町役場 新館２階 大会議室 

 

３．出席委員   ９名 

会 長      ９番  黒 須 市 郎 

会長職務代理者  ８番  柿 沼   誠 

委 員      １番  鈴 木   誠  ２番  酒 井 𠮷 一 

  ３番  渡 邉 初 枝  ４番  小 林   剛 

５番  加 藤 知 子  ６番  須 見 和 男   

７番  古 澤 清一郎 

 

４．事務局職員  小沼事務局長・田宮庶務農地係長・尾崎主査 

 

５．付議案件 

議案第１号   農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号   農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号   非農地証明願について 

議案第４号   農用地利用集積計画の策定について 

報告第１号    農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報告について 

報告第２号   農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書の受理報告につ 

いて 

報告第３号   農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理報告 

について 

   報告第４号   農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告について 

   報告第５号   農地法施行規則第２９条第１号該当証明について 

   報告第６号   農業経営責任者変更届の受理報告について 

 

６．その他
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「 議  事 」 

 

事 務 局   開会を宣言（午前１０時） 

 

議  長    あいさつ及び出席委員数の報告及び総会成立宣言を行う。 

議事に入る前に、議事録署名人指名について会議に諮った。 

（異議なしの声あり） 

異議なしの声を受け、議席番号１番 鈴木 誠委員、２番 酒井 𠮷一  

委員を指名した。書記には、尾崎主査を指名した。 

議事に入る旨を告げる。議案第１号 農地法第３条の規定による許可申 

       請について事務局の説明を求めた 

 

事 務 局   議案第１号 受付番号４６について説明。 

        受付番号４６ 

        野 木   ４筆  ２，２４６㎡  登記簿及び現況ともに 畑 

        譲渡人   Ａ 氏 

        譲受人   Ｂ 氏  

        権利の設定 贈与による所有権移転 

        事由の概要 新規就農のため 

 

議  長    野木地区担当調査員の報告を求めた。 

 

３番委員    受付番号４６について、１１月１３日（月）午後２時、５番委員、地元 

担当４番委員、地元推進委員とともに代理人立ち合いのもと現地調査を行 

った。調査内容について報告いたします。野渡在住の譲渡人Ａ氏９２歳が 

規模縮小のため、同じく野渡在住の譲受人Ｂ氏５４歳に贈与により所有権 

移転のための申請です。Ｂ氏は新規就農をするため、Ｂ氏の父であるＡ氏 

が所有する農地４筆を贈与により取得によるものです。申請農地４筆の内、 

１筆にサツマイモを作付け予定です。その農地の杭の確認をしたところ、 

北側２カ所側は確認できたが、道路側に沿った２カ所は確認できなかった。 

南隣の申請地１筆はネギを作付け予定です。その農地の杭を確認したとこ 

ろ、道路側は確認できたが、南側は確認できなかった。この２筆の畑はき 

れいに整地されていた。残り申請地２筆は区切りがなく１筆の畑になって 

おり、ジャガイモを作付け予定です。土が飛ばないように冬菜が蒔いてあ 

った。杭の確認ですが道路の西側２カ所の杭が確認できなかった。 

主に農業に従事する方はＢ氏のほか、Ｂ氏の子供２人と姉夫婦計５名で 

す。作物はジャガイモ、サツマイモ、ネギの予定です。資料の営農計画書 
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及び誓約書はお目通しください。 

現在、Ｂ氏は会社に勤めている。野渡地区推進委員に確認したところ、 

とても農業に意欲的とのことです。農機具保有状況ではトラクターは購入

し、自宅で保管していることを確認した。また、軽トラックは実家所有の

ものを借用するとのことです。Ｂ氏が実家の農地で農業をやることに支障

はないと思われる。境界杭の印は調査に必要であることを立会人に伝えた。

以上調査内容を報告いたします。よろしくご審議お願いいたします。 

   

議  長    質疑はないか諮った。 

        営農計画書で「ＪＡおやま及びのぎ松原大橋直売所への出荷」や「ＪＡ 

おやまへの加入検討」が記載されているが、組合員になることを調査委員 

に確認。 

 

３番委員    組合員になる。 

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

         

４番委員    調査委員の調査報告のとおり、何ら問題はないと思います。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長    他に質疑はないか諮った。 

 

１番委員    ３番委員の調査報告で野渡地区推進委員よりＢ氏が農業に意欲がある旨 

の内容がありましたが、営農計画書の「その他参考となるべき事項」欄に 

「野木町で農業を営んでいる知人」と記載されている知人とは野渡地区推 

進委員のことですか。 

 

３番委員    Ｂ氏は頻繁に作付けやその他農業についての内容を野渡地区担当推進委

員に聞いているようです。 

 

議  長    他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

        質疑がないため、議案第１号 受付番４６について許可することに賛成 

の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

 全員賛成と認め許可することを告げた。 

 次に同じく議案第１号 受付番号４９号、第５０号については関連があ 

るため、一括して事務局の説明を求めた。 
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事 務 局   議案第１号 受付番号４９について説明。 

        受付番号４９ 

        川 田   ２筆  計 ２，２７８㎡  登記簿及び現況 田及び畑 

        譲渡人   Ｃ 氏 

        譲受人   Ｄ 氏 

        権利の設定 売買による所有権移転 

        事由の概要 農業経営規模拡大のため 

  

        受付番号５０ 

        川 田   １筆  計   ９２６㎡  登記簿及び現況 田 

        譲渡人   Ｅ 氏 

        譲受人   Ｄ 氏 

        権利の設定 売買による所有権移転 

        事由の概要 農業経営規模拡大のため 

 

議  長    川田地区担当調査員の報告を求めた。 

 

８番委員    まず、受付番号４９及び受付番号５０について、１１月１０日（金）２ 

番委員、地元担当９番委員、地元推進委員とともに譲受人立ち合いのもと 

現地調査を行った。調査内容について報告いたします。譲渡人Ｃ氏６５歳 

は川田３自治会の農家で、規模縮小のため農地を売買するものです。譲受 

人Ｄ氏３３歳は川田１自治会の経営規模２１ｈａの米麦農家です。今回、 

規模拡大のため申請地を自作地として耕作するため買受けるものです。申 

請地２筆は以前よりＤ氏がＣ氏より借受けており、米麦を作付けしていま 

す。 

        次に、受付番号５０について報告いたします。譲受人Ｅ氏７５歳は川田 

２自治会の農家で、規模縮小のため農地を売買するものです。譲受人Ｄ氏 

は受付番号４９でご説明したとおりです。Ｄ氏の家族構成は母親、妻、子 

供３人です。１２月に子供の出産を予定しているため、当分の間、農作業 

はＤ氏ひとりで行う予定です。以上調査内容を報告いたします。よろしく

ご審議お願いいたします。 

 

議  長    質疑はないか諮った。 

        土地改良実施後、８年間は農地の移動をすることが出来ないことについ 

       て事務局に確認。 
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事 務 局    農地転用の場合、甲種農地は８年経過後ではないと移動できない。しか 

し、同集落の農家の方が農地で購入の場合は問題ない。 

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

         

９番委員    調査委員の調査報告のとおり、また、土地改良実施後の農地移動に関し 

ても、先ほど事務局から説明がありましたので何ら問題はないと思います。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長    他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

        質疑がないため、議案第１号 受付番４９及び受付番号５０について許 

       許可することことに賛成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

 全員賛成と認め許可することを告げた。 

 次に、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について事務局 

の説明を求めた 

 

事 務 局   議案第２号 受付番号４８について説明。 

        受付番号４８ 

        野 渡   １筆  ３８３㎡  登記簿及び現況  畑 

        譲渡人   Ｆ 氏 

        譲請人   持分１/２Ｇ氏 ・ 持分１／２Ｈ氏 

        権利の設定 贈与による所有権移転 

        事由の概要 住宅敷地 

 

議  長    野渡地区担当調査員の報告を求めた。 

 

５番委員    １１月１３日（月）３番委員、地元担当４番委員、地元推進委員ととも 

       に代理人立会いのもと現地調査を行った。 

  本申請は、野渡在住会社員の譲渡人Ｆ氏４２歳所有の農地を家族で隣地 

 に住む，譲渡人の妹である会社員の譲受人（持分１／２）Ｇ氏４０歳、譲 

渡人の母親である譲受人（持分１／２）Ｈ氏７０歳が贈与による所有権を 

取得し、住宅敷地とするための農地法第５条申請であります。譲受人は現 

在、母親と２人暮らしで、母親が高齢になったこと。また、建物も古くな 

り手狭になってきたため、住み替えを検討したところ、隣接に住んでいる 

譲渡人である兄に相談したところ、申請地の提供を受けた。母親が住居建 

設の仮住まいに不安を持っているが、申請地が現在の住まいに近いところ 

に住宅が建設できる。また、将来、介護が必要となった時、大きな車両が 
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出入りできる前面道路があること、現在の生活環境の変化が無いことなど 

を考慮して申請地に住宅を建築したいとのことです。 

        申請地はきれいに整地されており、境界の杭も確認できた。公共の上下 

水道の接続もあり、雨水は敷地内に浸透桝を設置し民地に流れないよう対 

処される。申請地の近くにはマーケットシティー古河があり生活に不便は 

ない。周辺もすでに住宅地で隣接地の同意も得ている。隣接地への防除対 

策も十分で、開発許可の手続きも併せて行っている。申請地の農地区分は 

第３種農地であり許可が適当と思われる。以上、調査内容を報告いたしま 

す。よろしくご審議お願いいたします。 

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

４番委員    調査委員の調査報告のとおり、何ら問題はないと思われます。 

 

議  長    他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

        質疑がないため、議案第２号 受付番号４８について許可することに賛 

成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

 全員賛成と認め許可することを告げた。 

 次に議案第３号 非農地証明願について議長が願出人の為、議長を職務 

代理者と交替することを告げた。 

 

職務代理者   議案第３号 非農地証明願について９番委員が願出人の為、退席を告げ 

た。 

（９番委員退席） 

 

職務代理者   議案第３号 非農地証明願について事務局の説明を求めた 

 

事 務 局    議案第３号 受付番号４４について説明 

              川 田   １筆  １，３８１㎡  登記簿 畑・現況 宅地 

        願出人   Ｉ 氏 

        事由の概要 ４７年前より住宅敷地として一体的に利用している。また、 

近隣住民から２０年以上前より住宅として一体的に利用さ 

れている旨の証明も添付している。 

 

職務代理者   川田地区担当調査員の報告を求めた。 

 

２番委員    １１月１０日（金）６番委員、地元担当８番委員、地元推進委員ととも 
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       に現地調査を行った結果を報告した。 

        願出人Ｉ氏は川田地区の野菜を中心とした専業農家です。願出地は４７ 

年前より住宅敷地とし使用されており、現在は農機具の種類も多くなり、 

機械の格納庫として使用されている。また、令和５年度の地籍調査により 

宅地との境界ブレが判明したため申請に至った。よって、非農地として何 

ら問題はないと思われるので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

職務代理者   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

８番委員    調査委員の調査報告のとおり、何ら問題はないと思われます。 

 

職務代理者   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

        質疑がないため、議案第３号 受付番号４４について許可することに賛 

成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

 全員賛成と認め許可することを告げた。 

 議案第３号議案の審議が終了により９番委員の入室を告げ、議長の交替 

を告げた。 

 

議  長    議案第４号 農用地利用集積計画の策定について事務局の説明を求めた。       

 

事 務 局    議案第４号について説明。 

        整理番号５－６２ 

更 新 中 谷  ３ 筆    計１，３８１㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｊ 氏 

設定を受ける者  Ｋ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和８年１１月３０日 

借 賃      全面積で米３０㎏                                                                                                                                              

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 

 

  整理番号５－６３ 

更 新 友 沼  ２ 筆   計５，５８１㎡ 現況 田及び畑 

設定をする者   Ｌ 氏 

設定を受ける者  Ｍ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

借 賃      全面積で４０，０００円                                                                                                                                              
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借賃の支払期限  毎年１月末日までに支払い 

 

 整理番号５－６４ 

更 新 友 沼  ２ 筆   計２，２８７㎡ 現況 田及び畑 

設定をする者   Ｌ 氏 

設定を受ける者  Ｎ 氏 

利用権の種類   賃借権及び使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり   １０，０００円                                                                                                                                            

借賃の支払期限  毎年１月末日までに支払い 

  

 整理番号５－６５ 

更 新 南赤塚  ２ 筆   計３，４２７㎡ 現況 田 

    中 谷  ５ 筆   計３，６２６㎡ 現況 田 

設定をする者   ０ 氏 

設定を受ける者  Ｐ 氏 

利用権の種類   賃借権及び使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和８年１１月３０日 

借 賃      全面積で２９，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 

 

 整理番号５－６６ 

新 規 友 沼  １ 筆      ３７２㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｑ 氏 

設定を受ける者  Ｒ 氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

 

 整理番号５－６７ 

新 規 佐川野  １ 筆    １，２３５㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｓ 氏 

設定を受ける者  Ｔ 氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

 

 整理番号５－６８ 

更 新 友 沼  ２ 筆   計７，０４１㎡ 現況 田 
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設定をする者   Ｌ 氏 

設定を受ける者  Ｕ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月３1日までに支払い 

 

 整理番号５－６９ 

新 規 若 林  １ 筆     ９９７㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｖ 氏 

設定を受ける者  Ｗ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり５，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月２０日までに支払い 

 

 整理番号５－７０ 

更 新 友 沼  ２ 筆   計４，３３３㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｌ 氏 

設定を受ける者  Ｒ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月３０日までに支払い 

 

 整理番号５－７１ 

更 新 野 木  １ 筆    ５，６０７㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｘ 氏 

設定を受ける者  Ｙ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和８年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり米１俵 

借賃の支払期限  毎年１１月３０日までに支払い 

 

 整理番号５－７２ 

新 規 若 林  ３ 筆   計９，０６９㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｚ 氏 
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設定を受ける者  ａ 氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日 

 

 整理番号５－７３ 

更 新 南赤塚  ３ 筆   計２，０６８㎡ 現況 田 

設定をする者   ｂ 氏 

設定を受ける者  ｃ 氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１５年１１月３０日 

 

 整理番号５－７４ 

新 規 若 林  ２ 筆     計９９８㎡ 現況 畑 

設定をする者   ｄ 氏 

設定を受ける者  ｅ 氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

 

 整理番号５－７５ 

更 新 友 沼  ３ 筆  計１４，６４３㎡ 現況 田 

設定をする者   ｆ 氏 

設定を受ける者  ｇ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月３０日までに支払い 

 

 整理番号５－７６ 

新 規 南赤塚  １ 筆      ８４０㎡ 現況 田 

設定をする者   ｈ 氏 

設定を受ける者  ｉ  氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

 

整理番号５－７７ 

新 規 南赤塚  １ 筆      ８６３㎡ 現況 田 

設定をする者   ｊ  氏 
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設定を受ける者  ｉ 氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

 

整理番号５－７８ 

新 規 南赤塚  １ 筆      ７１４㎡ 現況 田 

設定をする者   ｋ  氏 

設定を受ける者  ｉ  氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和５年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

 

議  長   質疑がないか諮った。 

       賃借の場合の借賃料は田又は畑によってまちまちであるが土地改良費や水 

利費及び電気料等を含んだ借賃料と思われるが、使用貸借権の場合、その料 

金等は借人が負担する旨を確認した。 

 

１番委員   私が使用貸借権で農地を借りている場所は土地改良費、水利費及び電気代 

      等の支払は借人側で負担している。 

 

議  長   他に質疑がないか諮った。 

       質疑がないため、議案第４号 農用地利用集積計画の策定について承認す 

ることに賛成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

       全員賛成と認め承認することを告げた。 

       次に、報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報 

告について、事務局の証明を求めた。 

 

事 務 局   報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報告につ 

いて説明。 

       受付番号１２３ 

       丸 林    ２筆 計７６７．１６ ㎡  登記簿 宅地及び畑 

現 況 畑 

       権利を取得した者 ℓ 氏 

       取得日      令和４年１２月２８日 

       取得した権利   相続による所有権 

 

議  長   この案件については、調査不要のため報告のみと告げた。 

       次に、報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出 
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書の受理報告について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書の受 

理報告について説明。 

 受付番号４７ 

       丸 林    １ 筆  ３７０．１６㎡  登記簿 宅地・現況 畑 

       届出人     ℓ 氏 

       事由の概要  駐車場敷地 

 

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

次に、報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出 

書の受理報告について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受 

理報告について説明。 

       受付番号４５ 

       南赤塚    １筆   ４９１㎡  登記簿  畑・現況 田 

       譲渡人    Ｃ 氏    

       譲受人    ｍ 氏 

       事由の概要  住宅敷地 

       移転の内容  所有権移転 

 

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

次に、報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告 

について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告につい 

て説明。 

 受付番号１０８   

 野 木     1筆  ７１０㎡    登記簿・現況ともに 畑 

 賃貸人     ｍ 氏 

 賃借人     Ｏ (株) 

 解約理由    賃貸人の都合による 

 合意解約日   令和５年9月１９日 

  

 受付番号１１５ 

潤 島     1筆  １，１６０㎡   登記簿 畑 ・ 現況 田 
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 賃貸人     ｐ 氏 

 賃借人     ｑ 氏 

 解約理由    賃貸人の都合による 

 合意解約日   令和５年１０月３１日 

  

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

次に、報告第５号 農地法施行規則第２９条第１号該当証明について事務 

局の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第５号 農地法施行規則第２９条第１号該当証明について説明。 

       受付番号１１０ 

       友 沼     １筆 １６３㎡  登記簿・現況ともに 畑 

 届出人     ｒ 氏 

       事由の概要   農業用倉庫 

 

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

次に、報告第６号 農業経営責任者変更届の受理報告について事務局の説 

明を求めた。 

 

事 務 局   報告第６号 農業経営責任者変更届の受理報告について説明。 

       受付番号４３ 

       届出者       ｓ 氏 

       変更前の経営責任者 ｓ 氏 

       変更後の経営責任者 ｔ 氏 

       変更理由      経営移譲のため 

 

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

       議案第１号から第４号、報告第１号から第６号のすべての審議の終了を告 

げた。次にその他について、事務局に諮った。 

 

事 務 局   ①農地の貸借について 

 

議  長   他にあるか諮った。（別になしの声あり） 

       以上で議事がすべて終了した旨を告げ、閉会を宣言した。 

 

                             （午前１１時） 

 


